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はじめに  

 

 

 

本市は、首都東京に隣接する優位性から、高度経済成長期以降は特に工場や物流の拠点と

して発展してまいりました。昭和 60 年 9 月の埼京線開通を契機として、都心への交通アク

セスが飛躍的に向上し、産業都市から居住都市としての性格が強くなりました。昭和 60 年

1 月には約 7.6 万人であった人口は、令和 2 年には 14 万人を超え、現在も人口増加が続い

ています。また、全国的に少子高齢化が進む中、市民の平均年齢は約 41.1 歳と県内で最も

若く、子どもから高齢者など、多様な世代の方々が日頃から活動する活気のある都市となっ

ています。 

この飛躍的なまちの進展に併せ、本市が平坦である地形を活かし、駅への通勤、通学、また

商業施設や公共施設への移動手段として、自転車利用に対する需要が伸びています。自転車

は身近で便利な乗り物であることに加え、健康志向や環境面への配慮の観点から、通勤や通

学、買い物のみならず、レジャーなどの日常の移動手段として活用されています。さらに、

新型コロナウイルスの感染拡大後は、感染リスクを下げるための移動手段としても注目を浴

びています。 

このような状況の中、これまでも歩行者・自転車が関連する交通事故の増加傾向に歯止め

をかけるため、本市では平成 25 年 3 月に「戸田市歩行者自転車道路網整備計画」を策定し、

自転車通行空間の創出を中心とした整備を進めてまいりました。 

この度、計画策定から８箇年が経過し、この間の上位計画の改定や社会情勢の変化を踏ま

え、更なる安全・安心な市内の道路整備を推進するため「第２次戸田市歩行者自転車道路網

整備計画」を策定しました。 

新しい計画に基づき、着実かつスピーディーな交通安全対策の充実を図り、安全・安心な

くらしを守っていくとともに、坂道がほとんどない平坦な地形を活かし、市民が楽しく歩き、

歩行者、自転車、自動車３者が共存する、戸田市らしい「人・自然・街」をつなぐまちづくり

を目指してまいります。 

 

令和３年３月 

戸田市長  菅 原 文 仁  
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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の背景と目的 

 本市では、市民の幸せな暮らしの実現に向けて、平成 23 年度（2011 年度）を初年度と

する「戸田市第４次総合振興計画」をスタートさせ、本市の魅力や可能性を向上させる魅力

的なまちづくりに取り組んできました。その中でも「道路分野」においては、同計画の基本

目標である「快適で過ごしやすいまち」を実現するための計画の一つとして平成 24 年度

（2012 年度）に「戸田市歩行者自転車道路網整備計画」（以下「現行計画」という。）を策

定し、歩道、自転車通行空間の整備を進めてきたところです。 

 現行計画策定以降、自転車利用を取り巻く状況は大きく変化しています。本市においては、

人口の増加、住居系・商業系の宅地等の増加など、土地利用や交通流動などが変化していま

す。また、自転車活用の推進は人やまちに様々なメリットをもたらすことから、自転車活用

推進法の施行、自転車活用推進計画の閣議決定など、近年更に注目されています。さらに、

歩行者、自転車、自動車が適切に分離された空間整備のための自転車通行空間設計の考え方

等を提示している「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」が改定されるなど、国

における自転車政策も大きく変化しています。 

 そのような中、現行計画の実行計画期間が令和２年度（2020 年度）をもって終了するこ

とから、本市における自転車の利用環境や国における自転車政策の進展など自転車を取り巻

く動向を捉えつつ、引き続き歩行者の安全を第一とする計画の見直しを行います。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

 本計画は、令和３年度（2021 年度）を初年度とする「戸田市第５次総合振興計画」（令和

３年度（2021 年度）～令和 12 年度（2030 年度））に基づくものであり、基本目標であ

る「安全な暮らしを守るまち」を実現するための重要な役割を担います。 

国・県の
関連計画等

戸田市が定めるもの

戸田市第５次総合振興計画

第２次戸田市都市
マスタープラン（改定版）

戸田市立地適正化計画

第２次戸田市
歩行者自転車道路網

整備計画

関連計画

戸田市都市交通マスタープラン

戸田市交通安全計画

戸田市移動等円滑化促進方針
自転車活用推進法

自転車活用推進計画

埼玉県自転車活用推進計画

その他各分野計画

 

図 1-1 本計画の位置づけ 
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３ 計画の見直しのポイント 

（１）計画の見直しの必要性 

１）本市の自転車利用を取り巻く状況の変化 

現行計画策定以降、本計画の上位計画の策定等が行われ、「徒歩・自転車で移動したくな

る快適な移動空間の整備」が求められています。 

また、国や県においても自転車の活用を推進するための計画等を策定しています。 

 

①本市における上位・関連計画の策定・改定状況 

・令和３年（2021 年）４月から「第５次戸田市総合振興計画」がスタートします。 

・平成 31 年（2019 年）１月から「第２次戸田市都市マスタープラン（改定版）」に基

づき、安全・安心で利便性の高い都市づくりの実現に向けた取組を進めています。 

・平成 31 年（2019 年）４月から、住宅や生活利便施設の適正な立地について、公共

交通の充実と併せて実現させる「戸田市立地適正化計画」を施行しています。 

・平成 31 年（2019 年）４月から、本市における将来都市交通体系の在り方を示す「戸

田市都市交通マスタープラン」を施行しています。 

 

②国や県における自転車関連政策の動向 

・平成 29 年（2017 年）５月に、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを

目的とした「自転車活用推進法」が施行されました。 

・平成 30 年（2018 年）６月に「自転車活用推進計画」が閣議決定され、「自転車交通

の役割拡大による良好な都市環境の形成」、「サイクルスポーツの振興等による活力あ

る健康長寿社会の実現」、「サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現」、「自転

車事故のない安全で安心な社会の実現」の４つの目標を掲げ、施策の推進が図られて

います。 

・平成 31 年（2019 年）４月に道路構造令が改正され、自転車通行帯に関する規定が

新設されました。 

・令和２年（2020 年）３月に、「埼玉県自転車活用推進計画」が策定されました。 

 

２）「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の改定 

・国土交通省・警察庁の両省庁において、自転車ネットワーク計画の作成方法や、歩行者、

自転車、自動車のために適切に分離された空間整備のための自転車通行空間設計の考え

方等について、平成 24 年（2012 年）11 月に「安全で快適な自転車利用環境創出ガ

イドライン」（以下「ガイドライン」という。）を作成しています。本市における自転車

ネットワークの選定やその整備についてはガイドラインに準拠して行ってきました。 

・平成 28 年（2016 年）７月にガイドラインが見直され、自転車通行空間の計画や、自

転車通行空間の設計について新しい考え方が導入されました。そのようなことから、本

市の自転車通行空間整備に関しても見直し内容を踏まえ、整備を進めていく必要があり

ます。 
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■安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（改定版）の改定のポイント 

有識者による検討委員会の提言を踏まえ、現行ガイドラインのうち、「Ⅰ．自転車通行空間の

計画」、「Ⅱ．自転車通行空間の設計」について改定。 

＜主なガイドライン改定内容＞ 

・ 段階的な計画策定方法の導入  ・ 路面表示の仕様の標準化 

・ 暫定形態の積極的な活用    ・ 自転車道は一方通行を基本とする考え方の導入 等 

 

図 1-2 段階的なネットワーク計画策定方法 

 

図 1-3 整備形態の柔軟な対応例（完成形態が自転車道の場合） 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの一部改定について（平成 28 年、国土交通省道路局） 

 

 

３）歩行者・自転車ネットワーク整備の推進による効果及び課題の顕在化 

・これまでの自転車通行空間の整備により、自転車の車道通行が進み、安全性、快適性が

高まっています。 

・一方、自転車通行空間を整備した一部の路線では、自転車の車道通行が進まず、未だ歩

行空間において歩行者と自転車の錯綜がみられます。自転車の車道通行が進まない要因

の一つとして、自動車が怖いといった意見があることから、歩行者、自転車利用者、自

動車の３者が限られた道路空間において共存を図れるようにすることが必要です。
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（２）計画の見直しのポイント 

 

 計画の見直しの必要性を踏まえた見直しのポイントは次のとおりです。 

 

■現行計画策定後の変化を踏まえた基本方針等の見直し 

 上位計画や本市の自転車利用を取り巻く状況の変化等を踏まえ、基本方針、選定路線等

を見直します。 

   ・上位計画等を踏まえた基本方針、整備目標等の見直し 

   ・土地利用、人口等の変化を踏まえた路線の見直し（新たな路線の追加） 

 

■新たな視点での路線の選定 

 次の３つの視点で路線を追加し、歩行者・自転車ネットワークの連続性を確保します。 

   ・国道・県道の歩行者・自転車ネットワークへの追加 

   ・現状の歩行者・自転車関連事故の発生状況や、施設の立地状況等を踏まえ、歩行者・

自転車ネットワーク路線を追加 

   ・「バリアフリー基本構想」において重点整備地区内の生活関連経路に位置づけられる

路線を適宜歩行者ネットワークに追加 

 

■多様な手法による安全で快適な歩行空間の整備 

  これまでは歩道整備を前提とした歩行者ネットワークの整備を進めてきました。しかし

ながら、必ずしも歩道を整備できる路線とは限らないことから、歩道整備以外の手法も活

用して歩行者が安全で快適に通行できる歩行空間の整備を進めていきます。 

   ・歩行空間の連続性の確保による歩行者ネットワークの形成 

   ・歩道が狭い道路における有効幅員の確保 

 

■ガイドラインの改定を踏まえた整備手法の見直し 

 自転車通行空間の整備手法のもととなる国のガイドラインの改定内容を踏まえ、自転車

通行空間等の整備手法を見直します。 

   ・車道混在の考え方の導入 

   ・整備形態から自転車歩行者道を除外 

 

■生活道路における歩行空間、自転車通行空間の整備 

 自転車関連事故の発生状況や歩行者・自転車ネットワークの選定状況を踏まえ、現行計

画には位置づけていない生活道路における歩行空間、自転車通行空間の整備を進めていき

ます。 

   ・生活道路における交差点部を含む歩行空間、自転車通行空間の整備手法の検討 
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４ 計画の対象区域 

 本計画の対象地域は、戸田市全域とします。 

凡例

：国道
：県道

国道298号

国道17号BP
国道17号

練馬川口線
（オリンピック通り）

新倉蕨線

朝霞蕨線

早瀬さいたま線
北戸田

戸田

戸田公園

 

 

５ 計画期間 

 本計画の計画期間は、「戸田市第５次総合振興計画」と整合を図り、令和３年度（2021 年

度）から令和 12 年度（2030 年度）の 10 年間を設定します。 

実施に当たっては、５年間ごとに整備効果のモニタリングを行い、必要に応じて本計画の

見直しを行います。 

前期計画(R3～R7年度) 後期計画(R8～R12年度)

整備優先路線より整備着手

関連事業で道路網整備が見込める路線の推進

 

図 1-4 計画期間 
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第２章 現状と安全な道路利用の実現化に向けた課題 

 

１ 全国的に見た歩行者・自転車を取り巻く現状 

 

（１）超高齢社会の到来 

令和 32 年（2050 年）における日本の総人口は、平成 27 年（2015 年）と比べて約

2,500 万人減少する一方、65 歳以上の高齢人口の割合は 10 ポイント以上上昇し、40％弱

に達するものと推計されています。 

図 2-1 年代別人口の推移 
出典：国土交通省国土計画局国土審議会計画推進部会 

国土の長期展望専門委員会 （第８回）資料（令

和２年、国土交通省） 

（注１）2005 年は、年齢不詳の人口を各歳別に案分し

て含めている 

（注２）1950～1969、1971 年は沖縄を含まない 

 

図 2-2 都市規模別にみた 

65 歳以上人口指数の推移 
（注）平成 27 年を 100 とした場合の推移 

出典：平成 30 年版高齢社会白書（平成 30 年、内閣

府） 

 

（２）自転車保有台数の増加 

自転車の保有台数は増加から横ばい

に転じ、令和元年（2019 年）は約

6,800 万台となっています。 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 2-3 自転車及び自動車保有台数の推移 
出典：令和２年度第１回自転車の活用推進に向けた有識者会議 

配布資料（令和２年、国土交通省） 

（注）自転車保有台数は標本調査による推計値。自動車保有台

数は二輪車を除く、各年３月登録台数。 
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（３）自転車関係事故の死傷状況 

令和元年（2019 年）における、自転車乗車中の事故による死者数は 433 人で、他の交

通手段の傾向と同じく、近年は減少傾向となっています。 

自転車関係事故の死傷事故における相手としては自動車が約８割を占めています。 

 

 

図 2-4 状態別交通事故死者数の推移 
出典：令和２年版交通安全白書（令和２年、内閣府） 

 

（４）歩行者や自転車事故に関する近年の傾向 

全交通事故件数、自転車関連事故件数は減少傾向にありますが、自転車対歩行者の事故件

数はほぼ横ばいとなっています。 

 

＜全事故件数＞ 

 

＜自転車関連事故件数＞ ＜自転車対歩行者事故件数＞ 

図 2-5 歩行者や自転車に関する事故件数の推移 
（出典）自転車利用環境の整備（令和２年、国土交通省） 
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（５）生活道路等での事故 

 交通事故全体の発生件数が減少する中で、生活道路における死傷事故件数の減少割合は幹

線道路に比べて小さいものとなっています。 

 歩行中・自転車乗用中の事故に着目すると、歩行中・自転車乗用中の事故の死者数の約半

数が自宅から 500m 以内で発生しています。 

 また、自転車事故は、道路幅員の狭い無信号交差点で起きる割合が大きくなっています。 

 

 

図 2-6 道路種別の交通事故件数の推移 

2km超過
（24％）

1km以下
（15％）

2km以下
（12％）

500ｍ以内
約5割

（49％）

N=1,697

 

図 2-7 自宅からの距離別死者数（歩行者・自転車）
※交通事故データ（ITARDA：平成 30 年データ） 

出典：国土交通省 生活道路の交通安全対策に関するポータルサイト「交通事故の現状」（国土交通省） 
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交差点付近（⾞道）
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信号交差点

無信号交差点の道路幅員別死傷事故件数 

（平成 22 年～平成 26 年） 

１当進⼊側 ２当進⼊側
5.5ｍ未満 706 (46.4) 2,569 (48.4)
5.5〜13ｍ未満 293 (19.3) 935 (17.6)
13ｍ以上 42 (2.8) 152 (2.9)
5.5ｍ未満 155 (10.2) 484 (9.1)
5.5〜13ｍ未満 285 (18.8) 935 (17.6)
13ｍ以上 16 (1.1) 102 (1.9)
5.5ｍ未満 13 (0.9) 75 (1.4)
5.5〜13ｍ未満 9 (0.6) 40 (0.8)
13ｍ以上 1 (0.1) 16 (0.3)

1,520 (100.0) 5,308 (100.0)

13〜18歳 他の年齢

合計

5.5ｍ未満

5.5〜13ｍ未満

13ｍ以上

 

図 2-8 自転車相互の事故の発生状況 

※年齢は第１当自転車の年齢 

資料：ITARDA INFORMATION 交通事故分析レポート No.112（平成 27 年、交通事故総合分析センター） 
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（６）自転車関連政策等の動向 

現行計画策定以降、国の主な自転車関連政策や法令において、次のような策定や改正が行

われました。 

 

表 2-1 ガイドラインの策定及び法整備等に関する国の動向 

時期 項目 策定主体 

平成 24 年

（2012 年） 

11 月 

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの策定 国土交通省

・警察庁 

平成 28 年

（2016 年） 

７月 

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの一部改定 

・段階的な計画策定方法の導入及び暫定形態の積極的な活用等 

国土交通省

・警察庁 

平成 29 年

（2017 年） 

５月 

自転車活用推進法の施行 

・基本理念を定め、自転車の活用を総合的・計画的に推進するこ

とを目的とする。 

— 

平成 30 年

（2018 年） 

６月 

自転車活用推進計画の閣議決定 

・自転車活用推進法に基づき、 自転車の活用の推進に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画 

国土交通省

令和元年

（2019 年） 

７月 

自転車通行帯に関する道路構造令の改正 

・既設の道路のみならず、新たに整備する道路における自転車通

行空間の確保を推進するため、道路構造令を改正し、自転車を

安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分

として「自転車通行帯」を新たに規定することとした。 

国土交通省

 

 



- 10 - 
 

 

２ 戸田市の現状 

 

（１）広域的に見た戸田市 

戸田市は埼玉県南部に位置し、荒川を境に東京都と隣接する面積 18.19 ㎢の“まち”です。

かつて、戸田市は中山道の渡船場として栄えたまちであり、現在は、東京都心への移動手段

である鉄道や高速道路などが充実し、首都圏の重要な交通の要衝となっています。 

特に、ＪＲ埼京線の開通と同時に市内には都市機能の中心拠点となる３つの駅ができ、駅

前整備を進めたことによる効果として商業施設が周辺にできたことを受け、人や自転車の移

動は駅を中心としたものに変化し、物の移動は幹線道路を中心としたものとなっています。 

 

国道298号

国道17号BP

国道17号

練馬川口線
（オリンピック通り）

新倉蕨線

北戸田

戸田

戸田公園

凡例
：市役所
：公園
：図書館・郷土博物館等
：その他福祉センター等

：病院
：学校
：幼稚園・保育園・ホーム等
：大規模商業施設

朝霞蕨線

早瀬さいたま線

 

図 2-9 戸田市の位置図 
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（２）人口、世帯数 

《人口》 

本市の人口は、昭和 63 年（1988 年）９月 30 日にＪＲ埼京線が開通した後、一貫して

増加傾向にあり、令和２年（2020 年）１月時点で 140,642 人となっています。 

 また、10 年後の令和 12 年（2030 年）には約 15 万人になるものと推計されます。 

7.6
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9.4
10.6

11.5
12.2

13.3
14.1

14.6 15.0

0

2

4

6

8
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14

16

18

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12

⼈

⼝

（万⼈）

推計値実績値

 

図 2-10 戸田市の人口の推移 
     出典：統計とだ（各年、戸田市） 

     （注１）実績値は各年１月１日現在 

     （注２）令和７年及び令和 12 年は、戸田市第５次総合振興計画基本構想における将来推計値 

 

《世帯数・世帯人数》 

世帯数についてもＪＲ埼京線が開通した後は、一貫して増加傾向にあり、令和２年（2020

年）１月時点で 65,881 世帯まで増加しています（昭和 60 年（1985 年）の約 2.5 倍）。 

１世帯当たりの人数は、世帯数とは逆に減少傾向となっています。 
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図 2-11 戸田市の世帯数及び一世帯当たりの人数の推移 
     出典：統計とだ（各年、戸田市） 

     （注）各年１月１日現在 
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《人口分布》 

市内の人口分布は、ＪＲ埼京線３駅周辺をはじめ、東部エリアの人口密度が高くなってい

ます。また、10 年間の変化を見ると、市内の広範囲において人口増加が見られます。 

：公共公益施設

：商業系施設

：⾃転⾞道路網（計画路線）

：0⼈/ha
：0〜20⼈/ha
：20〜40⼈/ha
：40〜100⼈/ha
：100〜150⼈/ha
：150〜200⼈/ha
：200⼈/ha〜

 

図 2-12 戸田市の人口分布（平成 27 年のメッシュ別人口密度） 
出典：平成 27 年国勢調査（250ｍメッシュ別人口）（平成 30 年、e-Stat） 

 

：公共公益施設

：商業系施設

：⾃転⾞道路網（計画路線）

：市役所
：学校
：病院
：幼稚園、保育園、ホーム等
：⼤規模⼩売店舗
：公園

：公共公益施設

：商業系施設

：⾃転⾞道路網（計画路線）

：−
：0.0〜1.0倍
：1.0〜1.5倍
：1.5〜2.0倍
：2.0〜2.5倍
：2.5〜3.0倍
：3.0〜3.5倍
：3.5〜4.0倍
：4.0倍〜

 

図 2-13 戸田市の人口分布の変化（平成 22 年から平成 27 年のメッシュ別人口密度の伸び率）  
出典：平成 22 年国勢調査（250ｍメッシュ別人口）（平成 27 年、e-Stat）、平成 27 年国勢調査（250ｍメッ

シュ別人口）（平成 30 年、e-Stat） 
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（３）土地利用 

 市内における用途別土地利用状況は下図に示すとおりで、市全域にわたり住居系、商業系

用途が混在しています。南部の荒川沿いや、北西部の外環道沿線には、工業系の土地利用が

多くみられます。 

市街化区域における土地利用の変化をみると、住居系、商業系の宅地等の面積が増加し、

工業系及び空地系の宅地、農地（畑・水田等）の面積が減少しています。また、戸田駅周辺

で商業施設の立地が進んでおり、工業等から中高層の共同住宅、商業施設へと転換するケー

スがみられます。 

：住居系
：商業系
：⼯業系
：公共系
：空地系
：⼭林・畑・⽔⽥等
：道路・河川等

 

図 2-14 土地利用状況（令和元年） 
出典：戸田市土地利用動向基礎調査報告書（令和２年、戸田市）を基に作成 

 

表 2-2 市街化区域内の土地利用の推移 

増減
⾯積(ha) 構成⽐ ⾯積(ha) 構成⽐ ⾯積(ha) 構成⽐ ⾯積(ha) 構成⽐ R元/H26

住居系 356.4 26.7% 373.3 27.9% 375.8 28.1% 394.9 29.5% 1.05
商業系 99.1 7.4% 104.3 7.8% 109.5 8.2% 111.3 8.3% 1.02
⼯業系 243.0 18.2% 223.9 16.7% 226.8 17.0% 215.0 16.1% 0.95
公共系 100.8 7.5% 92.4 6.9% 102.9 7.7% 104.5 7.8% 1.02
空地系 179.0 13.4% 185.4 13.9% 169.7 12.7% 163.7 12.2% 0.96
畑 20.6 1.5% 17.7 1.3%
⽔⽥等 4.0 0.3% 3.0 0.2%

⾮可住地 道路・河川等 334.1 25.0% 337.0 25.2% 339.5 25.4% 336.2 25.1% 0.99
合計（市街化区域⾯積） 1337.0 100.0% 1337.0 100.0% 1336.8 100.0% 1,336.9 100.0% 1.00

0.90

平成16年 平成21年 平成26年 令和元年

宅地

農地
12.6 0.9% 11.3 0.8%

 

出典：戸田市土地利用動向基礎調査報告書（各年、戸田市）を基に作成 

（注１）住居系には農林漁業建築物を含む。水田等には山林、原野・裸地、墓地を含む。道路・河川等には、水

路、鉄道敷、高圧線塔を含む。なお道路には私道を含む。 

（注２）端数処理のため、構成比の各値を足した計は合計とは一致しない場合がある。 
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（４）戸田市道の概要 

 本市が維持管理している道路は、供用延長が 263,022.97ｍ（重複延長を含む）で、路線

全体は、次のとおりとなります。 

 

表 2-3 戸田市道の概要 

路 線 延 長 263,022.97ｍ

路
線
の
延
長
内
訳 

供用されている区間の延長 
実延長 253,273.06m

重複延長 9,420.34m

供用されていない区間の延長 329.57m

実
延
長
の
内
訳 

種類別内訳 

道路延長 252,026.81m

橋  梁 

個   数 76 箇所

延   長 1,246.25m

面   積 10,544.82m

幅員内訳 

舗装道 

車道９ｍ以上 11,841.73m

車道 5.5ｍ以上 65,706.93m

車道４ｍ以上 112,685.67m

車道４ｍ未満 60,586.13m

小   計 250,820.46m

未舗装道 

車道４ｍ以上 164,99m

車道４ｍ未満 2,287.61m

小   計 2,452.60m

合   計 253,273.06m

 鉄道との交差箇所数（道路が下） 35 箇所

 路 線 数 1,028 路線

（注）令和２年３月 31 日現在 

出典：戸田市道路台帳調書（令和２年、戸田市） 
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（５）道路の利用実態 

《交通量》 

市内における平成 30 年（2018 年）の代表交通手段が自転車及び徒歩のトリップは、平

成 20 年（2008 年）に比べて減少傾向となっています。 
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図 2-15 代表交通手段別トリップ数の推移 
出典：東京都市圏パーソントリップ調査（各年、東京都市圏交通計画協議会） 

（注）戸田市内を出発地、目的地とするトリップ（人が何らかの目的を持って、ある地点からある地点まで移動

する単位）を対象に集計 

 

《交通手段分担率》 

本市の自転車分担率（代表交通手段）は 26％で、他地域より高い傾向にあります。 

市内小ゾーン別の代表交通手段は、下戸田・上戸田地域において、自転車及び徒歩の割合

が多い傾向にあります。 
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図 2-16 代表交通手段別分担率の現況 
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図 2-17 代表交通手段別分担率の推移 
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29%

23%

27%

26%

20%

26%

24%

16%

14%
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新曽地域
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図 2-18 小ゾーン別の代表交通手段（平成 30 年） 
出典：第６回東京都市圏パーソントリップ調査結果（平成 30 年、東京都市圏交通計画協議会） 

（注）埼玉県にはさいたま市を含む（平成 30 年実態調査結果） 
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《交通規制》 

 市内には、令和元年度（2019 年度）末現在、生活道路における歩行者等の安全な通行を

確保することを目的として、４か所のゾーン 30 規制区域が設定されています。 

 

図 2-19 ゾーン 30 規制区域 
出典：埼玉県警察マップ（令和２年、埼玉県警察） 

 

《バス路線》 

市内のバス路線網は、国際興業（株）により運行される路線バスと、本市とバス事業者等

との協定により運行されるコミュニティバス toco により形成されています。 

 

図 2-20 戸田市内バス路線図 

喜沢､中町(北)区域

喜沢､中町２区域

新曽(北)区域 

新曽(南)区域

凡 例 
 

ゾーン 30（時
速 30 キロ規
制区域） 

 
ゾーン 30 区
域内時速 40
キロ規制路線 
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《通学路》 

市内の多くの道路が通学路に指定されています。 

 

 

（６）戸田市内の交通事故の推移 

《死傷者数》 

 市内の交通事故（高速道路を除く）による死傷者数は年々減少しています。 

 特に、自転車の死傷者数は、平成 25 年（2013 年）の死傷者数から６割減少しています。 

 一方、歩行者の死傷者数も減少していますが、減少幅は全体に比べて小さいものとなって

います。 
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図 2-21 戸田市内の交通事故による死傷者数の推移 
出典：戸田市交通事故発生状況（平成 25 年～令和元年、戸田市） 

 

 

表 2-4 平成 25 年の死傷者数に対する伸び率 

歩⾏者 ⾃転⾞ 原付⾞ ⾃⼆⾞ ⾃動⾞ 全⼿段計
平成25年 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
平成26年 1.00 0.86 0.87 0.74 0.81 0.84
平成27年 0.89 0.79 0.69 0.74 0.79 0.79
平成28年 1.05 0.86 0.67 0.73 0.71 0.79
平成29年 0.79 0.72 0.46 0.96 0.63 0.69
平成30年 0.64 0.51 0.15 0.38 0.59 0.51
令和元年 0.64 0.40 0.33 0.51 0.46 0.45  

出典：戸田市交通事故発生状況（平成 25 年～令和元年、戸田市） 
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《自転車関連事故の件数》 

自転車関連事故の件数の推移は以下のとおりで、車両相互（自転車と他の車両）の事故発

生件数は平成 25 年（2013 年）以降減少傾向にあります。 

車両相互（自転車同士）、自転車と歩行者の事故は、年間数件から 25 件程度発生していま

す。 
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図 2-22 戸田市内における自転車関連事故の件数の推移 
（注）埼玉県警察提供の事故データ（平成 20 年４月～令和元年 12 月）を基に分析 
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《自転車関連事故の発生箇所》 

 自転車関連事故の発生箇所をみると、「自転車と他の車両の事故」は交差点、「自転車同士

の事故」は交差点や単路、「人と車両の事故」は単路で多く発生しています。 

 また、自転車関連事故（車両同士）の事故類型をみると、「自転車と他の車両の事故」「自

転車同士の事故」ともに、出会い頭の事故が多く発生しています。 
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24%
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21%

30%
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12%
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⾃転⾞と他の⾞両の事故

⾃転⾞同⼠の事故

⼈対⾞両の事故

交差点 交差点付近 単路 ⼀般交通の場所  

図 2-23 自転車関連事故の発生箇所 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⾃転⾞と他の⾞両の事故

⾃転⾞同⼠の事故

⾞両同⼠の事故計

出会い頭 左折時 右折時−その他 右折時−右折直進 追越追抜時
正⾯衝突 すれ違い時 追突−進⾏中 追突−その他 その他

 

図 2-24 自転車関連事故の事故類型（平成 20 年～令和元年） 
（注）埼玉県警察提供の事故データ（平成 20 年４月～令和元年 12 月）を基に分析 

※車両単独事故は除く 
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（７）戸田市の歳出予算の状況 

本市の財政状況は、今後、国・県の補助金や税収等の伸びは期待できない一方で、歳出に

ついて、高度経済成長期に整備した各種施設の修繕や建替えに関する経費、乳幼児から高齢

者まで広範囲にわたる諸施策を実施する費用は確実に増加すると見込まれるため、新たに道

路整備に関する費用を捻出することは難しくなると想定されます。 

平成 22 年度（2010 年度）と令和元年度（2019 年度）の歳出予算支出済み額を比較す

ると、「民生費」「教育費」「消防費」は増加傾向で、その他の科目は横ばい若しくは減少傾向

となっています。その中でも、「土木費」は約 22 億２千万円の減少（平成 22 年度（2010

年度）の土木費額に対して令和元年度（2019 年度）は 7.4％マイナス）となっています。 

本市の人口は、しばらくの間は増加すると推計されており、道路整備に関わる要望は今後

も多くなることが想定されます。限られた予算を有効に活用し、道路ストックを適切に維持

管理することが必要となります。 
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図 2-25 戸田市歳出及び科目別歳出割合の変化 
出典：戸田市一般会計歳入歳出決算書（令和元年度、戸田市） 
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図 2-26 道路整備事業費の推移 
出典：戸田市決算概要報告書（各年度、戸田市） 
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３ 本市における歩行者・自転車ネットワークの整備状況と整備効果の検証 

（１）本市における歩行者・自転車ネットワークの整備状況 

 本市における現行計画策定後の歩行者・自転車ネットワークの整備延長は、令和２年度

（2020 年度）までで 10.4 ㎞となり、整備状況は次のとおりです。 

 

凡例

：歩行者ネットワーク

：自転車ネットワーク

：整備済み（Ｈ25～Ｒ２）

：国道及び県道 実施箇所

 

図 2-27 歩行者・自転車ネットワークの整備状況 
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（２）歩行者・自転車ネットワークの整備効果の検証 

１）評価の考え方 

 歩行者・自転車ネットワークの整備効果については、統計データ、調査結果等の分析によ

り検証を行います。 

 また、代表的な整備箇所について現地踏査を行い、データ分析のみでは把握できない事項

（例：車道通行率が低い整備箇所における自転車の車道通行を阻害する要因の把握等）につ

いて検証を行いました。 

 

自転車の
車道走行の促進

（車道走行への転換）

自転車通行空間の整備に変化
効果検証方法

視点 検証 調査・分析⽅法
自転車の走行場所の
変化

整備前後の自転車の車道走行率の変化 ・交通量調査結果をもとにした車道走行率
の分析（過去の調査結果と比較）

・現地による目視（歩道を通行している要
因の確認）

自転車の左側通行率の変化 ・交通量調査結果をもとにした左側通行率
の分析（過去の調査結果と比較）

・現地による目視（逆走している状況の確
認）

整備箇所における安
全性の向上

車道上における自転車関連事故が減少
（もしくは増加していない）

・自転車通行空間整備箇所における、整備
前後の自転車関連事故件数の推移

歩道上における歩行者と自転車の事故
が減少

・自転車通行空間整備箇所における、整備
前後の歩道における自転車関連事故件数
の推移

走行しやすさ、歩行
しやすさ等の改善

自転車の走行しやすさ（安心感や満足
度）の向上

・自転車利用者の自転車通行空間整備箇所
における安全性への満足度

・快適性の阻害要因の把握（自動車との幅、
路上駐車等）

歩行者の歩行しやすさ（安心感）の向
上

・歩行者の自転車通行空間整備箇所におけ
る安全性への満足度

・現地による目視（歩道を通行している要
因の確認）

自転車、歩行者
の安全性の向上

自転車、歩行者、自動車の
走行しやすさ、快適性の向上

自転車交通量の増加
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２）評価 

 ①整備の進捗状況 

  令和２年度（2020 年度）までの自転車通行空間の整備延長は 10.1 ㎞（整備延長率

35.2％）であり、実行計画の目標値を上回ることができました。歩行者ネットワークにつ

いては、自転車通行空間の整備と併せて、部分的な改修を実施してきました。 

  自転車通行空間整備に関しては、本市の事業のほかに、国及び埼玉県が管理する一部の

道路において自転車通行空間が整備され、市道とのネットワークが形成されています。 

  こうした自転車通行空間の整備に関して、沿道住民の９割が肯定的に捉えています。 

ぜひ整備すべ

き, 57%

どちらかとい

うと整備すべ

き, 32%

どちらかとい

うと整備すべ

きではない

7%

整備すべきで

はない, 2%

無回答, 3%

n=303

 

図 2-28 自転車通行空間の整備意向 
         （注）歩行者自転車道路整備に関する実態・意識調査（平成 29 年７月実施、戸田市） 
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 ②整備した歩道、自転車通行空間の利用状況 

  車道における自転車通行空間の整備により自転車の車道通行率は向上していますが、整

備後も歩道通行割合が大きい整備箇所も存在します。 

  歩道を通行する自転車利用者に関しては、その半数が自動車の走行速度等に危険を感じ

て歩道を通行しているという意見がみられます。 

 

17.7%

22.1%
25.1%

35.5%
38.0%

36.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%
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50.0%
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車
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図 2-29 自転車の車道通行率の推移 
※市内４か所（鬼沢橋交差点付近、後谷公園付近、本町交差点付近、笹目三丁目交差点付近）の平均 

 

 

自転車通行空

間を走行する

ようにしてい

る, 69%

歩道を走行す

るようにして
いる, 21%

無回答

10%

n=318

図 2-30 自転車で通行する場所 

12.3

50.9

30.7

0.0 20.0 40.0 60.0

子供を乗せていることが多いため

自動車の危険を感じるから

駐停車の車両が多く、

ストレスを感じるから

回答比率（％）

n=107

図 2-31 歩道を走行する理由 
（注）歩行者自転車道路整備に関する実態・意識調査（平成 29 年７月実施、戸田市） 
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 また、自転車通行空間整備路線において自転車の車道通行を阻害する要因としては、「並走

する自動車からの圧迫感（自転車通行空間の狭さ）」「自転車通行しやすい歩道の存在」「自転

車通行空間（車道混在含む）上の路上駐車」などが考えられます。 

 

■笹目三丁目交差点付近（整備形態：車道混在（白線入り矢羽根）） 

①北側、南側ともに歩道通行率が比較的高い印象である。 

②、③南側(西行き)では車道から歩道に移行するケースがみられた（交差点部分での車両の圧迫

感の影響が想定）。 

④自動車交通量が少ないタイミングでは車道を通行している。 

⑤車両の圧迫感があることから、一定の幅員があり歩行者数も多くない歩道の方が通行しやすい

環境にあるものと推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市役所南交差点付近（整備形態：車道混在（カラー化）） 

①北側、南側ともに歩道通行率がかなり高い印象。 

②歩道幅員が広いことが主な要因と推察される。 
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■鬼沢橋交差点付近（整備形態：車道混在型（矢羽根／車道外側線あり）） 

①北側、南側ともに車道通行率が高い印象である。 

②車道外側線によって専用通行帯のような視覚効果があることや、歩道が比較的狭いことなどが

主な要因と推察される。 

③幅員が広いため、大型車と並走しても空間的な余裕がみられる（車両の圧迫感が少ない）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本町交差点付近（整備形態：車道混在（矢羽根）） 

①南側、北側ともに歩道通行率が高い印象

である。 

②歩道が狭い区間でも歩道通行がみられ

る。 

③至近にある商業施設の影響が大きいも

のとみられ横断自転車(一部は乱横断)も

みられる。 

④西行き左折車両が少ない場合は車道通

行しやすい。 

⑤、⑥直進・左折車が並ぶと乗用車でも自

転車通行空間は狭まり、大型車では通行

不能となる。 
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 ③自転車通行空間整備箇所における事故発生件数の推移 

  自転車通行空間整備箇所による自転車関連事故（車両相互）の件数について、整備前後

で比較すると、整備後の事故件数は減少しており、自転車の安全性は向上しているものと

考えられます。 

 

2.96

1.38
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図 2-32 整備前後の自転車関連事故（車両相互）の件数の推移 
（注）埼玉県警察提供の事故データ（平成 20 年４月～令和元年 12 月）を基に分析 

（注）自転車通行空間整備路線における事故（交差点での事故を含む）を抽出し、当該路線の整備前後（例：平

成 26 年度に整備した路線であれば、整備前は平成 20 年４月～平成 26 年３月まで、整備後は平成 27 年

４月～令和元年 12 月まで）の一月当たりの事故件数を比較し、その効果を検証した。 

（注）自転車通行空間整備箇所（歩道上）における自転車と歩行者の事故は平成 20 年度～令和元年度で４件し

か発生していないことから、評価の対象外とした。 
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 ④歩道、自転車通行空間の整備による安全性・快適性の向上 

  本市の取り組みとして、市民の「安全な自転車走行空間の確保」の満足度は微増してい

ますが、「快適な歩行空間の確保」の満足度に関しては微減しています。 

  また、自転車通行空間の整備による安全性について、自転車利用者の半数は自動車との

交錯等から不満と回答しています。 

 

■快適な歩行空間の確保 
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2.8

21.5
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41.3

25.2
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H26
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満⾜ まあ満⾜ どちらともいえない やや不満 不満 無回答

■安全な自転車走行空間の確保 
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6
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満⾜ まあ満⾜ どちらともいえない やや不満 不満 無回答

図 2-33 本市の取り組みとしての満足度 
出典：戸田市市民意識調査報告書（平成 26 年・平成 30 年、戸田市） 

 

■自転車通行空間の整備により、歩行者が安全に歩道を歩

行できるようになったか（安全性（他の交通手段との交

錯等）） 

満足, 

13.5%

やや満足, 

43.6%

やや不満, 

31.4%

不満, 

9.9%

不明, 

1.7%
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■自転車利用者が安全に通行できるように

なったか（安全性（他の交通手段との交錯

等）） 

満足, 

7.3%
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37.6%
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図 2-34 安全性に関する評価 
（注）歩行者自転車道路整備に関する実態・意識調査（平成 29 年７月実施、戸田市） 
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４ 歩行者・自転車ネットワークの整備における効果と課題 

（１）自転車通行空間の整備による効果 

自転車通行空間の整備により、一部の路線を除き自転車の車道通行率の向上など自転車

交通の整序化（車道左側通行）が図られています。 

自転車交通の整序化により、自転車関連事故が減少するなど、歩行者の安全性、快適性

が向上していると考えます。 

 

 

（２）歩行者・自転車ネットワークの整備等に関する課題 

  自転車通行空間の整備により一定の効果が得られていると考えますが、歩行者・自転車

ネットワークの整備に関して、次の課題があると考えます。 

 

 

課題１ 関連計画の見直しを踏まえた計画の見直しが必要 

  本市の人口は増加傾向にあり、駅周辺等において商業系・住居系の宅地等が増加してい

ます。また、本計画の最上位計画である「戸田市総合振興計画」が見直されるとともに、

新たに「戸田市立地適正化計画」や「戸田市都市交通マスタープラン」が策定されていま

す。また、国において自転車活用推進法を施行するなど、自転車利用を取り巻く環境は大

きく変わっており、これらを踏まえた計画の見直しが必要です。 

 

課題２ 交通事故減少への取組が必要 

  市内の交通事故による死傷者数は年々減少し、令和元年（2019 年）の自転車の死傷者

数は平成 25 年（2013 年）に比べ６割減少しています。一方、歩行者の死傷者数は同じ

く減少していますが、その減少幅は全体平均に比べ小さい状況となっています。自転車、

歩行者を合わせると年間約 160 人（令和元年（2019 年））が死傷していることから、引

き続き歩行者と自転車に関する交通事故減少の対策が必要です。 

 

課題３ 生活道路における計画的な歩行空間、自転車通行空間整備が必要 

  現行計画は幅員の広い路線が整備優先路線として位置づけられた計画となっています。

しかしながら、自転車関連事故の発生状況をみると、幹線道路だけではなく生活道路にお

ける事故も多く発生しています。 

今後はネットワーク路線以外でも、歩行者・自転車に関係する事故が多く発生している

路線や、主要集客施設へのアクセス路線など多くの歩行者・自転車が利用すると考えられ

る路線においても、歩行空間、自転車通行空間の整備が必要です。
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課題４ 安全で快適な歩行空間の形成が必要 

  広幅員かつフラット又はセミフラット方式の歩道が整備されている路線がある一方、十

分な有効幅員が確保されていない歩道やマウントアップ歩道、さらには歩道のない道路な

ども市内には残っています。高齢者・障がい者・子供達等への対応として、安全で快適な

歩行空間の形成が必要です。 

 

課題５ 適切な自転車通行空間の利用を促す取組が必要 

  自転車は車道通行が原則です。しかしながら、自動車の走行速度に危険を感じて歩道を

通行するという自転車利用者がみられます。特に自転車通行空間の整備形態のうち「車道

混在」は自転車と自動車が同じ車道上を共有することから、自動車運転者には自転車に配

慮した運転が求められます。自転車の車道通行を促すために、自転車通行空間の整備に加

え、適切な自転車通行空間の利用を促す周知・啓発等が必要です。 

 

課題６ 限られた予算における選択と集中による効率的・効果的な道路網整備が必要 

  本市では、限られた財源を有効に各事業に配分し、経費全般について削減を図りながら、

計画的・効率的な予算執行に努めています。今後も「戸田市公共施設総合管理計画及び戸

田市公共施設再編プラン」に基づく大規模修繕・大規模改修や教育、福祉など社会保障関

連費の増加が見込まれ、予算を十分に確保することは難しくなることから、予算の選択と

集中による効率的・効果的な道路整備が必要です。 
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第３章 歩行者・自転車ネットワークの考え方 

 

１ 歩行者と自転車の道路空間整備の基本方針 

〈基本方針〉 

○歩行者の安全を第一とした道路空間の整備を行い、歩行空間、自転車通行環境のより一層

の安全性、快適性の向上を図る。 

○自転車は車道通行を原則とし、道路全体のトータルバランスを考慮しつつ、歩行者、自転

車、自動車それぞれの交通特性に応じた安全な空間を確保することで、３者の共存を図る。

○自転車利用者の多様なニーズや社会情勢、地域の実情を踏まえるとともに、市民の外出の

きっかけ、市内での回遊性の向上に資するようなネットワークの形成を図る。 

○自転車通行空間の適正利用に向けた周知・啓発の強化や進捗管理を図りながら、計画の推

進を図る。 

 

１）歩行空間 

 

「歩行空間の整備」 

 市民生活の向上と快適で過ごしやすいまちを実現するためには、高齢者、障がい者、子供

達等、全ての歩行者の多様な利用形態を考えながら、道路空間の再配分を行い十分な歩道幅

員を設けることにより、安全かつ円滑な歩行空間を確保することができます。 

 本市のような都市部の道路においては、歩行者空間としての役割のみならず都市景観の形

成、ライフライン等の収容空間、沿道へのアクセスのための空間等としても重要な役割を持

っています。 

 また、歩行者数が少ない道路であっても、自転車又は自動車交通量が非常に多い箇所や通

勤・通学路等となる箇所等で局部的に歩行者の多い箇所では、歩行者の安全と自転車及び自

動車の円滑な走行を図るため、歩道を設け物理的に分離することも必要です。 

 

「歩行者ネットワークの検討」 

 歩行空間の整備にあたっては、道路ネットワークの連続性の観点から検討を進めますが、

ここでは既存の道路網の活用を前提とします。検討範囲は市内全域であり、歩道整備を前提

として、特に通勤、通学、買い物等の日常生活の中心となる鉄道駅、学校、商業施設等を結

ぶ必要がありますが、当該地域の実状や沿道状況等により、歩道を新たに設置することが難

しい路線も存在することから、歩道設置以外の手法も活用し、歩道未設置路線を含めたネッ

トワーク化を図ることとします。 

 また、幅員が広い道路に囲まれた地域の居住環境の向上を図るため、歩行者ネットワーク

の整備とあわせて、通過交通の削減も検討していきます。
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２）自転車通行空間 

「自転車通行空間の整備」 

 自転車は、通勤・通学、買い物、子供の送迎のほか、日常生活における身近な移動手段等、

様々な利用用途があります。さらに、最近では健康増進やレジャー・レクリエーションを目

的とした利用等を背景として、自転車の利用ニーズが高まっています。 

 本市は平坦な地形状況で、市域東西の端から端までの距離が６㎞程度（市街化調整区域を

含まない。）ということもあり、土地の起伏があまり無い平坦な場所を移動する場合の手段と

して自転車は適しており、その必要性は非常に高いと言えます。 

 国においては、交通事故が急増した昭和 40 年代以降、自動車との交通事故を防止するた

めの施策として、自転車の歩道通行を認めるとともに、歩道幅員が広い道路（自転車歩行者

道）の整備を進めてきました。 

 しかし、自転車は「車両」すなわち車道通行が原則であり、平成 28 年（2016 年）７月

に改定された国のガイドラインにおいても、自転車通行空間は車道上に整備することとなっ

ています。車道上に自転車通行空間を確保し、歩行者と自転車、自動車の通行位置を分離・

明示することにより、自転車に加え、高齢者・障がい者・子供達など歩道利用者の安全確保

につながります。 

 

「自転車ネットワークの検討」 

 自転車は、歩行者と比較して移動距離が長く、移動経路によっては通行箇所や走行距離が

大きく異なる特性を有しているため、こうした特性に応じたネットワーク化が必要となりま

す。 

 検討範囲は、歩行空間の整備と同様に市内全域であり、通勤、通学、買い物等の日常生活

の中心となる鉄道駅、学校、商業施設等を結びながらも、自転車の場合は、サイクリング等

のレジャー・レクリエーション目的の視点にも配慮する必要があります。自転車通行空間の

整備にあたっては、その効果をできるだけ早期に発現させるために、交通状況や沿道状況、

連続性、経済性等を踏まえた上で、現状の道路幅員内において、創意工夫と柔軟な発想で道

路空間の再配分を行い、実現可能な整備手法を模索していきます。 

 また、現行計画は主に市道を対象としていましたが、市内の国道、県道においても自転車

通行空間の整備が進んでいることから、それらの路線とのネットワーク化を図ることにより、

より利用しやすい自転車通行空間の整備に努めます。 

 

 ただし、自転車利用に関する安全対策は喫緊の課題なので、交通安全対策上、早期解決を

図る必要がある場合は、本計画とは別に対策を講じます。 
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２ 整備目標 

 

 本計画の整備目標及び整備効果の目安となる数値（指標）を次のとおり設定します。 

 

  ■整備目標 

     歩行者・自転車ネットワーク整備延長  前期・後期合計：8.4 ㎞ 

 

  ■整備効果の目安となる指標 

 現況 

（令和２年） 

将来値 

令和７年 令和 12 年

自転車の車道通行率※１ 36.0％ 45％ 50％

交通事故による歩行者死傷者数※２ 42 人/年 32 人/年 24 人/年

交通事故による自転車死傷者数※２ 121 人/年 94 人/年 69 人/年

「快適な歩行空間の確保」の満足度※３ 22.3％ 23.4％以上 24.4％以上

「安全な自転車走行空間の確保」の満足度※３ 16.7％ 20.7％以上 24.7％以上

 ※１ 戸田市調査結果（令和２年度）。市内における過去の自転車交通量調査結果（自転車通行空間整備済み路

線４箇所）から設定。 

 ※２ 戸田市交通事故発生状況（令和元年）。内閣府が検討している「第 11 次交通安全基本計画」の目標値の

考え方を踏まえ設定。 

 ※３ 戸田市市民意識調査報告書（平成 30 年）。過去の満足度の推移から設定。 
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第４章 ネットワーク路線 

 

１ ネットワーク路線の選定の考え方 

 ネットワーク路線については、歩行者・自転車交通量が多い路線や、事故の発生件数が多

い路線など、次頁以降に示す考え方に基づき路線を選定します。 

 なお、生活道路については、本計画に特定の路線を位置づけないものの、必要に応じ歩行

空間、自転車通行空間を整備していくこととします。 

 

 

駅

公共施設商業施設

学校

①鉄道駅・学校・商業施設・公共施設等周辺で、
⾃転⾞交通量が多い路線

➁⾃転⾞が関係する交通事故発⽣件数が
⽐較的多い路線

③⾃転⾞通⾏空間のネットワーク化を
考慮するべき路線

ネットワーク路線

駅

商業施設 公共施設

学校

駅

商業施設 公共施設

学校

駅

公共施設商業施設

学校

 

図 4-1 対象路線選定の考え方（自転車ネットワークの選定の考え方） 
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（１）歩行者ネットワークの考え方 

①鉄道駅・学校・商業施設・公共施設等周辺で、歩行者交通量が多い路線 

②歩行者が関係する交通事故発生件数が比較的多い路線 

③既に歩道として整備され、できるだけ連続して歩行者が通行できる路線 

④「バリアフリー基本構想」において重点整備地区内の生活関連経路に位置づけられる路線

⑤歩行空間のネットワーク化を考慮するべき路線 

 

 歩行者ネットワーク路線の選定の考え方については、次のとおりです。 

 

①鉄道駅・学校・商業施設・公共施設等周辺で、歩行者交通量が多い路線 

 ・比較的、歩行者数が多いとされる主要施設等までの利用状況を鑑み、歩行者数が概ね 500

人～600 人／日以上の道路から、現況、あるいは道路空間の再配分（有効幅員の確保）

により、多様な利用形態に対応できる歩行者空間を確保することが可能な路線を抽出し

ます。 

 ・商業施設、主要な公共施設等へのアクセス路線として、歩行空間の整備が必要な路線を

抽出します。 

 

②歩行者が関係する交通事故発生件数が比較的多い路線 

 ・交通の輻輳が原因で交通事故が発生しており対策が必要な区間については、上記に加え

て交通安全対策の充実を考慮し、ネットワーク路線として追加します。 

 

③既に歩道として整備され、できるだけ連続して歩行者が通行できる路線 

 ・魅力あるまちづくりへの対応として、既に歩道が整備されている場所については有効活

用を図るとともに、安全性と快適性を向上させるために、ネットワーク路線として追加

します。 

 

④「バリアフリー基本構想」において重点整備地区内の生活関連経路に位置づけられる路線 

 ・「バリアフリー基本構想」において、多数の高齢者、障がい者等の利用が見込まれるとし

て重点整備地区内の生活関連経路に位置づけられる路線については、適宜歩行者ネット

ワーク路線として追加し、整備を進めることとします。 

 

⑤歩行空間のネットワーク化を考慮するべき路線 

・歩行空間のネットワーク化を図るために整備が必要な路線を抽出します。 
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（２）自転車ネットワークの考え方 

①鉄道駅・学校・商業施設・公共施設等周辺で、自転車交通量が多い路線 

②自転車が関係する交通事故発生件数が比較的多い路線 

③自転車通行空間のネットワーク化を考慮するべき路線 

 

自転車ネットワーク路線の選定の考え方については、次のとおりです。 

 

①鉄道駅・学校・商業施設・公共施設等周辺で、自転車交通量が多い路線 

・比較的、自転車利用数が多いとされる主要施設等までの利用状況を鑑み、自転車利用数

が概ね 500 台～600 台／日以上の道路から、現況、あるいは道路空間の再配分により、

歩行者・自転車・自動車それぞれの空間が確保できる路線を抽出します。 

 ・商業施設、主要な公共施設等へのアクセス路線として、自転車通行空間の整備が必要な

路線を抽出します。 

 

②自転車が関係する交通事故発生件数が比較的多い路線 

・交通の輻輳が原因で交通事故が発生しており対策が必要な区間については、上記に加え

て交通安全対策の充実を考慮し、ネットワーク路線として追加します。 

 

③自転車通行空間のネットワーク化を考慮するべき路線 

・自転車通行空間のネットワーク化を図るために整備が必要な路線を抽出します。 

 



- 37 - 
 

 

（３）生活道路における整備の考え方 

①自転車通行の安全性を確保する必要性が高い生活道路 

②歩行空間の整備の必要性が高い生活道路 

 

自転車通行空間の整備、歩行空間の整備を行う生活道路の選定の考え方については、次の

とおりです。 

 

①自転車通行の安全性を確保する必要性が高い生活道路 

・生活道路のうち、自転車関連事故や自転車交通量が多く、自転車通行の安全性を確保す

る必要性が高い路線（ゾーン 30 内の主要路線や通学路等）のうち、当該道路を整備す

ることにより、自転車ネットワーク路線とネットワーク化が図られる路線において、自

転車通行空間の整備を行います。 

 

②歩行空間の整備の必要性が高い生活道路 

・生活道路のうち、歩行者関連事故や歩行者交通量が多く、歩行者の安全性を確保する必

要性が高い路線（ゾーン 30 内の主要路線や通学路等）のうち、当該道路を整備するこ

とにより、歩行者ネットワーク路線とネットワーク化が図られる路線において、歩行空

間の整備を行います。 

・自転車通行空間の整備を行う生活道路においては、あわせて歩行空間の整備を行います。 
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２ ネットワーク路線の設定 

 

歩行者・自転車ネットワーク路線を設定するにあたっては、「１ ネットワーク路線の選定

の考え方」に基づき、道路の状況と地域の実情を捉えた上で、市内鉄道３駅を中心に、今後、

歩行者や自転車の需要が多くなると見込まれる路線、市民ニーズがあり整備効果が高いと思

われる路線を順次ネットワーク化することで道路網を形成します。 

設定にあたっては、現在の道路構造や運用状況、関連施策の実施状況を加味し、原則的に

は道路空間を再配分することができる路線を中心に設定することとします。 

 

◆ネットワーク路線総延長             Ｌ＝６７．３㎞ 

・歩行者ネットワーク延長             Ｌ＝６７．３㎞ 

・自転車ネットワーク延長             Ｌ＝３８．６㎞ 

（うち、歩行者・自転車ネットワーク重複延長   Ｌ＝３８．６㎞） 
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（１）歩行者ネットワーク路線（総延長 Ｌ＝６７．３㎞） 

凡例

：歩⾏者ネットワーク
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（２）自転車ネットワーク路線（総延長 Ｌ＝３８．６㎞） 

凡例

：⾃転⾞ネットワーク
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（３）歩行者・自転車ネットワーク路線（総延長 Ｌ＝６７．３㎞） 

凡例

：歩⾏者ネットワーク
：⾃転⾞ネットワーク
：歩⾏者・⾃転⾞ネットワーク
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第５章 整備手法 

 

 本章では、本市における歩行空間及び自転車通行空間の整備の考え方、整備手法について

記載します。なお、歩行空間及び自転車通行空間の整備については、下表に示す技術基準・

参考資料に基づき検討を行います。 

 

表 5-1 歩行空間及び自転車通行空間整備のための技術基準・参考資料 

技術基準・参考資料 発行等 概要 

戸田市が管理する市道

の構造の技術的基準等

を定める条例 

平成25年４月１日 施行

戸田市 

市道を新設し、又は改築する場合にお

ける市道の構造の技術的基準及び市

道に設ける道路標識の寸法に関する

基準を定めた条例。 

戸田市移動等円滑化の

ために必要な市道の構

造に関する基準を定め

る条例 

平成25年４月１日 施行

戸田市 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律第 10 条第 1 項に規

定する道路移動等円滑化基準を定め

た条例。 

道路構造令の解説と運

用 

平成 27 年６月 

㈳日本道路協会 

道路の構造の一般的な技術基準を定

めた道路構造令について、道路を計

画・設計技術者が適正に運用できるよ

う解説。 

歩道における安全かつ

円滑な通行の確保につ

いて 

平成 11 年９月 10 日 

国土交通省都市局長・道

路局長通達 

高齢者、障がい者その他の歩行者(車い

す、乳母車を利用するものを含む。)

及び自転車の安全かつ円滑な通行を

確保するため、「歩道における段差及

び勾配等に関する基準」の内容も踏ま

えて、歩道整備の推進が図れるよう解

説。 

歩道の一般的構造に関

する基準等について 

平成 17 年２月３日 

国土交通省都市・地域整

備局長・道路局長通達 

交通バリアフリー法及びバリアフリ

ー構造基準が施行されたことに伴い、

「歩道における段差及び勾配等に関

する基準」が廃止され、本基準により、

今後整備推進が図れるよう解説。 

増補改定版 道路の移

動等円滑化整備ガイド

ライン 

平成 23 年８月 

㈶国土技術研究センター

高齢者、障がい者のほか、全ての人に

使いやすいユニバーサルデザインの

考え方に配慮した道路整備が進めら

れるよう解説。 
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表 5-1 歩行空間及び自転車通行空間整備のための技術基準・参考資料 

技術基準・参考資料 発行等 概要 

凸部、狭窄部及び屈曲

部の設置に関する技術

基準 

平成 28 年３月 

国土交通省道路局 

環境安全課 

生産性革命プロジェクトとして、ビッ

グデータを活用して、生活道路におけ

る速度超過箇所や急ブレーキ多発箇

所等の急所を事前に特定し、効果的な

速度低減策である凸部（ハンプ）や狭

窄などの設置の推進に取り組んでお

り、同取組をさらに推進するための基

準として制定。 

道路緑化技術基準・同

解説 

平成 28 年３月 

㈳日本道路協会 

道路緑化の一般的な技術的基準を定

め、合理的に整備及び管理できるよう

解説。 

自転車利用環境整備ガ

イドブック 

平成 19 年 10 月 

国土交通省道路局地方

道・環境課 

既存の自転車走行空間の整備事例等

を参考に留意点を解説。 

自転車施策推進に係る

地方説明会における疑

義と回答事例集 

平成 20 年 11 月 

国土交通省道路局地方

道・環境課 

警察庁交通局交通規制課

国土技術政策総合研究所

道路研究部 

地方説明会を通じて、各モデル地区か

ら提出された疑義を整理し、整備上の

留意事項等を解説。 

自転車走行空間の設計

のポイント 

平成 21 年７月 

国土交通省道路局地方

道・環境課 

警察庁交通局交通規制課

国土技術政策総合研究所

道路研究部 

モデル地区の取組等を参考に、主に交

差点部、その他特殊部について、設計

上の留意点を補強し解説。 

安全で快適な自転車利

用環境創出ガイドライ

ン 

平成 28 年７月 

国土交通省道路局 

警察庁交通局 

自転車ネットワーク計画の作成やそ

の整備、通行ルールの徹底等につい

て、国土技術政策総合研究所の調査・

研究成果等も踏まえて解説。 
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１ 歩行空間の整備 

（１）歩行空間の整備の考え方 

 

 歩行空間の整備方法については、本市は過去に実施してきた土地区画整理事業等による面

整備開発により道路整備を進めてきた背景があることから、既存歩道等を活用していくこと

が現実的な手法となります。 

 しかしながら、高齢者、障がい者、車いす利用者等にとっては必ずしも利用しやすい歩行

空間になっていないところが見受けられます。そのため、市民が利用しやすい歩道を目指し、

本市では平成７年度（1995 年度）より「歩道整備事業」に着手し、これまでに約 15 ㎞整

備を行っていますが、まだまだ改善が十分ではない歩道があります。 

 本市は平均年齢 41.1 歳（令和２年（2020 年）１月１日現在）と非常に若い都市ではあ

りますが、押し寄せてくる少子高齢化社会に対して、今から備えておかなければなりません。

まずは、多くの市民が利用している歩道から、順次ネットワーク形成を図る必要があります。 

 整備にあたっては、誰もが歩きやすい歩道を目指して、バリアフリーの視点を取り入れ、

歩道の構造形式については「セミフラット型」を原則とします。また、歩道がない道路につ

いても、歩道整備以外の手法を用いて、歩行空間の整備を進めていきます。 

 さらに、今ある歩道には電柱や標識柱などが設置されており障害になっていることがある

ことから、その改善を図っていきます。特に、街路樹により歩道の有効幅員が狭くなってい

る箇所がみられることから、当該道路の利用状況、役割等を踏まえて、街路樹の再配置等に

よる有効幅員の確保を進めていきます。 
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（２）歩行空間の整備手法 

歩行者の安全な通行、沿道施設へのアクセス、滞留等を確保するため、道路状況、交通量

に応じた歩行空間を整備します。 

 

１）歩道の整備 

道路空間を再配分するにあたっては、歩行者・自転車・自動車の交通分離を図り、高齢者、

障がい者、子供達等を含む全ての歩行者の多様な利用形態を勘案し、誰もが安全で利用しや

すい歩道として整備することを目指します。 

 

①歩道幅員について 

戸田市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例（以下「条例」という。）第 11

条第３項に基づき、歩行者の交通量が多い道路にあっては 3.5m 以上、その他の道路にあっ

ては 2.0m 以上を標準とします。 

 

②歩道の構造について 

歩道の構造形式は、道路移動等円滑化基準、「歩道の一般的構造に関する基準等について」

（国土交通省都市・地域整備局長、道路局長通達）に基づき、土地区画整理事業、都市計画

道路の整備においては、誰もが歩きやすい「セミフラット形式」での整備を基本とします。 

また、既存の道路の整備において、沿道の施設や宅地等の状況によりセミフラット形式に

よる整備が困難な場合は、「マウントアップ形式」や「フラット形式」を活用した整備につい

ても検討します。 

 

 

図 5-1 歩道整備イメージ図（セミフラット形式）



- 46 - 
 

 

③歩道内の有効幅員の確保 

歩道は、本市のような都市部の道路においては歩行者空間としての役割のみならず、都市

景観を向上させる役割もあることから、街路樹の設置、歩道のカラー化等についても、必要

に応じて検討します。 

一方で、歩道には電柱や標識、街路樹等の設置により歩行空間を狭めてしまうこともある

ので、歩行中の障害となる施設を適正に配置し、歩道内の有効幅員を最大限に確保できるよ

う、占用者を含む各関係機関と十分調整をしながら、歩行環境の向上に努めます。 

施設の適正な配置にあたっては、現道の状況、歩行者交通量を勘案し、電柱の移設や街路

樹の再配置等、既存ストックを有効に活用しながら検討します。 

また、街路樹は、都市景観を向上させ、良好な道路交通環境に寄与する一方で、歩行空間

の幅員の縮小、街路樹の根上がり等によって、歩行者の通行において快適性や安全面で支障

をきたすことがあります。 

「道路緑化技術基準・同解説」（日本道路協会）では、街路樹の機能として、大きく５つの

機能に分類されます。安全かつ快適に利用できる歩道とするために、住民の意向等にも配慮

しながら、樹木の植替えや再配置を必要に応じて検討します。 

 

表 5-2 街路樹の主要な機能 

主要な機能 内容 

①景観向上機能 ・街路樹自体が装飾物となり景観を向上させる機能 

・景観的に好ましくないものを隠す目隠し機能 

②生活環境保全機能 ・自動車騒音に対する障壁となる機能 

・NOx（窒素酸化物）等を吸着する大気の浄化機能 

③緑陰形成機能 ・日射の遮蔽、蒸散による顕熱の潜熱化（気化熱の収奪）、放射冷

却の抑制などの機能 

④交通安全機能 ・視線を誘導し、道路の進行方向を分かりやすくさせる機能 

⑤防災機能 ・風速の低減による飛砂等の効果、火災の延焼を防ぐ機能 

出典：道路緑化技術基準・同解説（平成 28 年、日本道路協会）を参考に作成 
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【電柱の移設】 

 対策前                  対策後 

【街路樹の再配置】 

 対策前                  

 

 

 対策後 

 

図 5-2 各種整備イメージ（電柱移設・街路樹の再配置の事例） 
出典（上段）：通学路・生活道路の安全確保に向けた道路管理者による対策実施事例（令和元年、国土交通省） 
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２）歩道と車道を分離しない道路における安全対策 

歩道と車道を分離しない道路では、歩行者の安全を確保するため、目的や場所の特性等に

よって狭さくや防護柵の設置等、様々なメニューから選択し組み合わせることで、効果的な

対策を行うことを目指します。 

「増補改定版 道路の移動等円滑化整備ガイドライン」（（財）国土技術研究センター）で

は、ハード・ソフトの両面から歩道と車道を分離しない道路における対応方法を紹介してい

ます。 

 

表 5-3 安全対策メニューの例 

効果 交差点 単路部 

交通量の抑制 ・車両進入禁止 

・指定方向外進行禁止 

・ボラード など 

・歩行者専用道路 

・狭さく など 

速度の抑制 ・カラー舗装 

・交差点クロスマーク 

・交差点ハンプ 

・スムース（横断）歩道 など 

・狭さく 

・ハンプ 

・減速マーク 

・中央線（センターライン）の消去 

・路側帯の拡幅 など 

歩行空間等の確保 ・防護柵 

・横断歩道 など 

・防護柵 

・路側帯の設置 など 

車両からの 

視認性の向上 

・スムース（横断）歩道 － 

その他 公安委員会により実施される交通規制等の取組との連携 

・ゾーン 30 など 

出典：増補改定版 道路の移動等円滑化整備ガイドライン（平成 23 年、（財）国土技術研究センター）を参考に 

作成 
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【狭さくの設置】  

 

【路側帯のカラー化】 

 

【交差点ハンプ】 

 

【スムース（横断）歩道】 

 

図 5-3 整備イメージ 
出典：「生活道路対策エリア」の取組事例（国土交通省） 

出典：生活道路対策について～生活道路の交通安全の確保に向けた取組～（国土交通省） 
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２ 自転車通行空間の整備 

（１）自転車通行空間の整備の考え方 

 

 自転車は道路交通法では「軽車両」と位置づけられており、車道と歩道の区別があるとこ

ろは車道通行が原則となります。しかし、これまでに進められてきた国レベルの自転車施策

の影響や自転車利用者の安心感等により、車道と歩道の区別がある道路では、歩道を通行す

る自転車利用者が多く見受けられます。 

 自転車活用推進法の施行や自転車活用推進計画の閣議決定など国の自転車関連施策の推進、

自転車が有するさまざまなメリット等から、近年自転車利用が着目されています。また、地

形が平坦な本市は他地域に比べ多くの市民が自転車利用していることから、本市においては

安全で快適な自転車通行空間の整備は不可欠であり、道路行政において非常に重要な施策の

一つとなっています。 

 以上のことから、引き続き本計画に基づき、自転車通行空間の整備、ネットワーク化を進

めていきます。自転車通行空間の整備については、整備効果と安全対策の必要性やその効果

が高いと考えられる路線から、ネットワーク形成を図る必要があります。 

 ただし、用地の確保による道路の拡幅による整備は、実現するために多大な時間と費用が

かかることから、基本的には現状の道路幅員を前提とした整備を進めていきます。 
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（２）自転車通行空間の整備手法 

 

道路は、自動車の走行空間としてのみならず、歩行空間、自転車通行空間の役割を有して

おり、整備にあたっては、道路幅員、自動車走行速度、断面交通量等の各種条件を整理しな

がら、下記のとおり整備を行います。 

自転車は道路交通法上、軽車両であり、歩道と車道の区別があるところでは、車道を通行

することが原則となります。したがって、自転車通行空間については、原則として車道部で

整備します。 

なお、整備検討を行う際、周辺の地形状況や沿道状況、歩行者・自転車・自動車の交通量、

道路の特性等を十分把握する必要があります。特に、交差点部やバス停留所付近の設計につ

いては、より慎重な対応が必要となります。 

 

整備手法 整備イメージ 

１．自転車道 

専ら自転車の通行の用に供する

ために、縁石線又は柵その他これ

に類する工作物により区画して設

けられる道路の部分。 

 

２．自転車専用通行帯 

 道路交通法の道路標識により、

車両通行帯の設けられた道路にお

いて、普通自転車が通行しなけれ

ばならない車両通行帯として指定

された車両通行帯。 

 

３．自転車と自動車を混在通行と

する道路（車道混在） 

 必要に応じて、自転車の通行位

置を示し、自動車に自転車が車道

内で混在することを注意喚起する

ための矢羽根型路面表示、自転車

のピクトグラムを設置するもの。  
※右図は「路肩・停車内の対策」の図 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成 28 年、国土交通省・警察庁）を参考に作成 
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（３）本市における整備手法 

 ガイドラインの各標準仕様等を踏まえ、本市における整備手法を設定します。 

 単路部における本市の標準仕様を定めるために、道路の断面構成等に関して、次のとおり

前提条件を整理しています。 

 

  ・道路の断面構成は左右対象を基本とします。 

  ・道路区分は交通量を考慮して条例の規定より、「第２級及び第３級」とします。 

  ・歩道幅員は、条例で定められている値より、歩行空間の最低値である 2.0ｍとします。 

 

 54 ページ以降に、歩行空間及び自転車通行空間の整備イメージを示します。 

 

 

（４）整備方法の選定 

 整備方法の選定については、ガイドラインに基づき、交通管理者との協議を踏まえながら

実施します。 

 

 

図 5-4 交通状況を踏まえた整備形態の選定（完成形態）の考え方 

 
出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成 28 年、国土交通省・警察庁） 
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図 5-5 車道通行を基本とした暫定形態を考慮した整備形態選定フロー 
 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成 28 年、国土交通省・警察庁） 
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（５）標準仕様 

１）単路部 

 

①自転車道 

 本市における自転車道の標準幅員を 2.0ｍ以上とすると、車道部に必要な最小幅員は 11.0

ｍとなります。歩行空間、自転車道を整備するために必要な道路の最低幅は 15.0ｍとなりま

す。 

 

 
整備イメ ジ平⾯

歩道部
2.0

⾞道部

2.0以上
⾃転⾞道 0.5

3.0

柵または緑⽯や植樹による分離  
柵または緑⽯や植樹による分離

2.0
歩道部

2.0以上
⾃転⾞道

0.5

3.0

0.5

3.0

2.0以上
⾃転⾞道

15.0以上
道路幅員

11.0以上
⾞道部

2.0
歩道部

 

図 5-6 「①自転車道」標準断面 

 

 

②自転車専用通行帯（自転車レーン） 

 本市における自転車専用通行帯の標準幅員を自転車専用通行帯の最小幅である 1.5m とす

ると、車道部に必要な最小幅員は 9.0m となります。 

 歩行空間、自転車専用通行帯を整備するために必要な道路の最低幅は 13.0m となります。 

 

   

歩道部
2.0

⾞道部

1.5以上
⾃転⾞通⾏指導帯

3.0

⾃
転
⾞
専
⽤

カラー舗装

整備イメ ジ平⾯

 

1.5以上
⾃転⾞専⽤通⾏帯

3.0 3.0 1.5以上
⾃転⾞専⽤通⾏帯

13.0以上
道路幅員

2.0
歩道部

9.0以上
⾞道部

2.0
歩道部

カラー舗装  

図 5-7 「②自転車専用通行帯」標準断面 

整備イメージ平面 

整備イメージ平面 



- 55 - 
 

 

 

③自転車と自動車を混在通行とする道路（車道混在） 

 道路交通法の規制により自転車の専用通行帯は設けられないが、自転車の車道通行時の安

全性の向上や、自動車への自転車の通行場所を明示するため、路肩から一定の幅員（概ね 1.0

ｍ程度）を確保し、矢羽根等の路面表示を行い、車道における自転車の安全対策を図るため

に実施します。なお、ピクトグラムを含めた路面表示の仕様はガイドラインで定められた標

準的な仕様（サイズ、幅、設置間隔・適用箇所、色彩）とします。 

 この場合、必要となる道路の最低幅は、車道部：７ｍ、全体：11ｍとなります。 

 

 

 

歩道部
2.0

⾞道部

3.5

⽮⽻根等

 

⾞道混在
3.5 3.5

⾞道混在

11.0以上
道路幅員

2.0
歩道部

7.0以上
⾞道部

2.0
歩道部

 

図 5-8 「③自転車と自動車を混在通行とする道路（車道混在）」標準断面 

 

整備イメージ平面 
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サイズ ・矢羽根、ピクトグラムのサイズは基本的にはガイドラインに示され

ている大きさとします。 

 

幅 ・矢羽根、ピクトグラムは、その右端が車道外側線から車線内 1.0m

以上（交通状況に応じて 0.75m 以上とすることも可）離した位置

に設置します。 

設置間隔 

・適用箇所 

・矢羽根の設置間隔は 10m を標準とし、交差点部等の自動車と自転

車の交錯の機会が多い区間や、事故多発地点等では設置間隔を密に

します。 

・ピクトグラムは、基本的には交差点流出入部に設置し、その中間に

は概ね 100ｍ間隔で設置します。 

色彩 ・矢羽根の色彩は青系色を基本とします。また、夜間の視認性を向上

させるため、原則として矢羽根の縁に白線を設置します。 

・ピクトグラムは、白系色を基本とします。 

 

図 5-9 路面表示の仕様 



- 57 - 
 

 

２）交差点部 

 交差点部において歩行者、自転車、自動車の適切な分離、共存を図るため、前後の自転車

通行空間と同様の形態をできる限り連続的に確保すべきであり、交差点部を超えたところま

で路面表示を設置するなど、適切な交差点処理を行うこととします。 

 また、交差点進入時の意識づけを行い、出会い頭等の事故を抑制するため、必要に応じ、

ピクトグラムや自動車等への注意喚起を行うための注意マーク等の設置を行います。 

 

 

図 5-10 一般的な交差点の整備イメージ（車道混在のイメージ） 
出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成 28 年、国土交通省・警察庁）（一部加筆） 
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３）各整備手法における道路幅員 

各整備手法により必要となる最低の道路幅員について、下表のとおりまとめました。 

 

表 5-4 各整備手法に必要となる道路幅員 

整備手法 

戸田市における 

標準パターン幅員 

一般的な技術基準による 

自転車通行空間の幅員 

道路幅員 
自転車の幅員

(片道) 

( )はやむを

得ない場合 
備考 

再
配
分
に
よ
る
整
備 

①自転車道 15.0ｍ 2.0ｍ 2.0ｍ 

(1.5ｍ) 

条例より 

②自転車専用通行帯

（自転車レーン） 

13.0ｍ 1.5m 1.5ｍ 

(1.0ｍ) 

道路交通法よ

り 

③自転車と自動車を

混在通行とする道

路（車道混在） 

11.0ｍ — — — 

 

４）安全性・快適性の向上のための留意点 

  自転車通行空間を整備する場合、段差やグレーチング（溝蓋）等により自転車が通行し

にくい環境とならないような工夫が必要となります。特に、側溝、街渠、集水桝等の設置

においては、自転車の安全性を向上させるため、舗装面の平坦性を確保することが望まれ

ます。その場合、1.5～2.0％の横断勾配を付することや、雨天時の路面排水を迅速に処理

できるようにするため、歩車道境界ブロックの下部に水路を内蔵した構造を採用し、自転

車が走行時に滑らないように、コンクリートのエプロン部分の幅をできる限り小さくする

こと、自転車のタイヤのはまり込みを抑制するためグレーチング蓋の格子の形状等を工夫

したものへの置き換えを行うことが望ましいと考えられます。排水構造の選定にあたって

は、排水処理能力、エプロン部の幅、工事費用を考慮して、本市の実情に応じた構造を適

宜選択する必要があります。 

 

 

 

エプロン幅 エプロン幅
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３ 生活道路における整備手法 

（１）生活道路における整備の考え方 

  生活道路は、道路幅員が狭く、特に歩道がない生活道路では限られた道路空間に歩行者、

自転車、自動車等が共存します。そのような限られた空間において安全性を高め、交通事

故の抑制を図るためには、各交通手段がルールを守り、正しく移動することが不可欠とな

ります。そこで、生活道路では、自転車の左側通行の徹底、歩行者の歩行空間の確保に資

する整備を進めていきます。 

  なお、生活道路とは、地区に住む人が地区内の移動あるいは地区から幹線道路に出るま

でに利用する道路※とします。 

 
  ※一般社団法人交通工学研究会「改訂 生活道路のゾーン対策マニュアル」 

 

 １）歩行空間の整備の考え方 

  歩行空間の整備に関しては、歩道設置以外の手法も活用して歩行空間の確保に努めるこ

ととします。 

 

 ２）自転車通行空間の整備の考え方 

  自転車通行空間の整備に関しては、現状を踏まえ、自転車の左側通行の徹底を目的とし

た整備を進める必要があります。 

  また、自転車関連の事故は交差点において多く発生しています。生活道路では信号や「一

時停止」がない交差点が多く存在することから、交差点における自転車等の交通安全意識

の向上を図るような整備が必要となります。 

  そこで、生活道路では自転車通行空間の整備によって自転車の左側通行を徹底し、自転

車通行の整序化を図ります。また、「信号」「一時停止」がない交差点における自転車利用

者の交通安全意識の向上を図ります。 
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（２）生活道路における整備手法 

 １）歩行空間の整備手法 

  歩行空間の整備については、路側帯のカラー化や、ボラード、車線分離標等の設置等に

より、歩行空間の確保を図ります。 

 

 ２）自転車通行空間の整備手法 

  自転車通行空間の整備については、車線内に自転車の通行空間を示す「車道混在」の整

備手法を用いて、ガイドラインに準じた路面標示を基本とします。ただし、道路幅員の狭

さ、歩行者優先の観点から、現地の交通状況に応じて、ピクトグラムのサイズや設置間隔

の変更を検討することとします。 

  なお、生活道路での整備にあたっては、交通管理者と十分な調整を行います。 

 

  ①単路部 

   路側帯等により歩行空間を確保した上で、車道の左側通行を促すため、ピクトグラム

又は矢羽根を設置します。 

 

整備手法 ・ピクトグラム又は矢羽根を設置し、車道における自転車の通行位置、

方向を明示します。 

・イラストを用いており「自転車の通行場所」「自転車が通行する方向」

のわかりやすさから、生活道路ではピクトグラムを主に用いること

とします。 

 

   【ピクトグラム】      【矢羽根】         

         

図 5-11 ピクトグラム・矢羽根のイメージ 
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サイズ 

 

・ピクトグラムのサイズは、基本的にはガイドラインに示されている

大きさとしますが、視認性の高さや景観等への配慮から、道路環境

に応じ、幅 0.6ｍまで小型化することを検討します。 

・矢羽根のサイズは、ガイドラインに示されている大きさとします。

 

【ピクトグラム】 

 基本的なサイズ 

 

 

小型サイズ（案） 

0.60ｍ
 

【矢羽根】 

 

図 5-12 サイズ（案） 

 

設置場所 ・ピクトグラム又は矢羽根の右端を車道外側線から車線内 1.0m 以上

（交通状況に応じて 0.75m 以上とすることも可）離した位置に設

置します。 

設置間隔 

 

・ピクトグラムは、基本的には交差点流出入部に設置し、その中間に

は概ね 100ｍ間隔で設置します。 

・矢羽根の基本的な設置間隔は、ガイドラインを踏まえ 10ｍとしま

す。ただし、景観等への配慮や自動車運転者への圧迫感回避等の観

点から、設置間隔を延ばすことや千鳥配置（交互に配置）を検討し

ます。 
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  ②交差点部 

   交差点進入時の意識づけを行い、出会い頭等の事故を抑制するため、必要に応じ、単

路部の整備とあわせて次の整備を行います。 

    ・自転車用停止線の設置 

    ・注意喚起のための看板等の設置 

    ・交差点のカラー化       など 

 

 

【自転車用停止線の設置】 【注意喚起のための看板等の設置】 

 

【交差点のカラー化】 

 

 

図 5-13 各整備方法のイメージ 
出典（下段）：「生活道路対策エリア」の取組事例（国土交通省） 

 

 

 ３）その他 

  生活道路における自動車の走行速度の抑制、通過交通の抑制等により、歩行者、自転車

利用者の安全性の向上を図るため、狭さくやハンプ等の設置、中央線（センターライン）

の消去や路側帯の拡幅等について検討していきます。 
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（３）モデル路線における整備イメージ 

 生活道路における自転車通行空間の整備イメージは次のとおりとします。 

 

 ①歩道がある生活道路における整備イメージ 

歩 道歩 道

 
 

0.5

路肩
5.0

3.0
歩道部

6.0
⾞道部

0.5

路肩

■整備後

0.75

⾞道混在
3.75

3.0
歩道部

5.25

0.75

⾞道混在
0.75
路側帯

6.0
⾞道部

歩道 ⾞道

0.75ｍ

0.6ｍ

 

図 5-14 歩道がある生活道路における整備イメージ 
出典：サンコー企画株式会社ホームページ（路面表示イメージ）

■整備前 

交差点流入部においては、歩行者へ

の注意喚起用の路面表示や看板等の

設置を検討する（一方通行等で停止

線のない交差点においては自転車用

停止線等の設置を検討する）。 

安全対策を行う交差点においては、交差

点のカラー化や、交差点ハンプ、スムー

ス横断歩道の導入を検討する。 

道路状況に応じ、

歩行者の安全性を

より高めるため、

路側帯のカラー化

やボラード、車線

分離標、減速マー

ク等の設置等を検

討する。 

巻き込み防止、歩

行者の安全対策と

してボラード等の

設置を検討する。
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 ②歩道がない生活道路における整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-15 歩道がない生活道路における整備イメージ 
出典：サンコー企画株式会社ホームページ（路面表示イメージ）

交差点流入部においては、歩行者

への注意喚起用の路面表示や看

板等の設置を検討する（一方通行

等で停止線のない交差点におい

ては自転車用停止線等の設置を

検討する）。 

0.75

⾞道混在

2.0
路側帯

4.0
⾞道

0.75

⾞道混在

2.0
路側帯

2.5

歩道 ⾞道

0.75ｍ

0.6ｍ

■整備前

■整備後

2.5
路側帯

3.0
⾞道

2.5
路側帯

道路状況に応じ、歩行者の安全性をより高め

るため、路側帯のカラー化やボラード、車線

分離標、減速マーク等の設置等を検討する。

また、巻き込み防止、歩行者の安全対策とし

て交差点部にボラード等の設置を検討する。

安全対策を行う交差点において

は、交差点のカラー化や、交差点

ハンプ等の導入を検討する。 
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第６章 歩行者・自転車ネットワークの実現化に向けて 

 

１ 事業化検討の流れ 

 

 本計画は、「戸田市第５次総合振興計画」（令和３年度（2021 年度）～令和 12 年度（2030

年度））に基づくものであり、令和３年度（2030 年度）までの計画期間中（前期・後期）に

おける事業化について検討します。 

 事業化においては、より効果的な整備を行うため、自転車ネットワーク路線において、整

備優先路線を設定します。ただし、整備優先路線の設定は一つの目安であり、実際に整備す

る路線は、整備時点における本市の状況、沿道状況、交通事情等を十分考慮した上で決定す

るものとします。 

 なお、自転車ネットワーク路線は、歩行空間の確保を前提とすることから、あわせて歩行

者ネットワークにも位置づけています。したがって、早期に自転車通行空間を整備すること

が望ましい路線は、あわせて歩行空間を優先的に整備することが望ましい路線と考えます。 

 また、歩行空間のみが本計画の対象となっている路線については、「バリアフリー基本構想」

において重点整備地区内の生活関連経路に位置づけられる路線を優先的に整備していくこと

が望ましいことから、本計画の中で整備優先路線の設定は行わないものとします。 

 なお、事業化にあたっては、今後の財政状況を十分鑑み、限られた予算で効果を発現でき

るよう進捗管理をしていきます。 
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１ 整備優先度の評価項目の設定   

①自転車交通量が多い路線【整備効果が高い路線（整備効果の受益者が多い路線）】 

②主要施設へのアクセス道路【整備効果が高い路線（整備効果の受益者が多い路線）】 

③自転車関連事故が多い路線【早期の安全対策が必要な路線】 

④現況のネットワークと接続する路線等【ネットワーク化の効果が期待できる路線】 

 

※なお、施行中の土地区画整理事業（新曽第一土地区画整理事業、新曽第二土地区画整理事

業）の対象区域内の路線、都市計画道路事業の対象路線は、それらの事業の計画に基づき

整備するものとし、整備優先路線選定の対象外とする。 

  

  

  

２ 整備優先度の決定   

○ 各指標に応じ、ネットワーク対象路線（既整備路線及び国道・県道を除く）を、各データ

から評価する。 

  

  

  

３ 整備優先路線の選定   

○ 整備優先度の評価が高い路線を選定する。 

○ 面的、広域的なネットワークを考慮しなければならない路線を選定する。 

  

  

  

沿線住民や関係機関との合意形成に基づく事業の推進 

  

  

  

４ 計画実施管理   

ＰＤＣＡ（ＰＬＡＮ・ＤＯ・ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ）サイクルによる信頼性の高い事業

の進捗管理を行う。 
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２ 整備優先度と前期・後期における整備 

 

 次の考え方に基づき、優先的に整備を行う路線を抽出します。 

 

【優先的に整備する路線の選定の考え方】 

①自転車交通量が多い路線【整備効果が高い路線（整備効果の受益者が多い路線）】 

②主要施設へのアクセス道路【整備効果が高い路線（整備効果の受益者が多い路線）】 

③自転車関連事故が多い路線【早期の安全対策が必要な路線】 

④現況のネットワークと接続する路線等【ネットワーク化の効果が期待できる路線】 

 ※なお、施行中の土地区画整理事業（新曽第一土地区画整理事業、新曽第二土地区画整

理事業）の対象区域内の路線、都市計画道路事業の対象路線は、それらの事業の計画

に基づき整備するものとし、整備優先路線選定の対象外とする。 

 

凡例

：整備優先度検討対象路線

：自転車ネットワーク路線（国道・県道）
：整備済み路線
：区画整理事業内、都市計画道路

Ａ：中央通り

Ｋ：北⼤通り

Ｇ：新曽つつじ通り

D：中央通り

Ｆ：⻄電話局通り

B：中央通り Ｃ：中央通り

E：⻄電話局通り

Ｈ：氷川町通り

Ｉ：東部センター通り

Ｊ：第3065号線

Ｐ：第4316号線

Ｍ：第4313号線

Ｏ：第4315号線
Ｎ：4314号線

Ｌ：第4006号線・第4008号線の⼀部

 

図 6-1 自転車ネットワーク（整備優先度の検討対象） 
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表 6-1 自転車ネットワーク（整備優先路線の選定） 

自転車
交通量

施設の
立地

自転車
関連事故

ＮＷの
連続性

中央通り（図中Ａ） 約0.7㎞ 〇 ◎ ○ 前期候補

中央通り（図中Ｂ） 約1.7㎞ 〇 ○ ○ 前期候補

中央通り（図中Ｃ） 約0.8㎞ 〇 ○ ◎ ○ 前期候補

中央通り（図中Ｄ） 約0.8㎞ 〇 ○ 後期候補

西電話局通り（図中Ｅ） 約0.8㎞ 〇 ○ ○ 前期候補

西電話局通り（図中Ｆ） 約1.0㎞ 〇 ○ ○ 前期候補

新曽つつじ通り（図中Ｇ） 約0.5㎞ 〇 ◎ 前期候補

氷川町通り（図中Ｈ） 約0.5㎞ ○ 後期候補

東部センター通り（図中Ｉ） 約0.6㎞ ○ 〇 後期候補

第3065号線（図中Ｊ） 約0.5㎞ 〇 後期候補

北大通り（図中Ｋ） 約0.4㎞ ○ ○ 後期候補

第4006号線・第4008号線の
一部（図中Ｌ）

約0.3㎞ ○ ○ 後期候補

第4313号線（図中Ｍ） 約0.3㎞ －

第4314号線（図中Ｎ） 約0.3㎞ －

第4315号線（図中Ｏ） 約0.3㎞ －

第4316号線（図中P） 約0.3㎞ －

優先度を検討する路線
距離
（㎞）

選定理由
優先度

 

 

凡例

：整備優先路線（前期候補路線）
：整備優先路線（後期候補路線）

：自転車ネットワーク路線（国道・県道）
：整備済み路線
：区画整理事業内、都市計画道路等

Ａ：中央通りＫ：北⼤通り
Ｇ：新曽つつじ通り

D：中央通り

Ｆ：⻄電話局通り

B：中央通り Ｃ：中央通り

E：⻄電話局通り

Ｈ：氷川町通り

Ｉ：東部センター通り

Ｊ：第3065号線

Ｌ：第4006号線・第4008号線の⼀部

 

図 6-2 自転車ネットワーク（整備優先路線） 
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３ 事業推進に向けた取組体制 

 本計画を推進するためには、道路を利用している【市民、企業・事業者】、交通を管理して

いる【埼玉県警察】、道路を管理している【国、埼玉県、本市】などの各主体が、安全で快適

な歩行者及び自転車の通行空間の確保に向けたプロセスに参画し、相互に連携協力を図りな

がら事業に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相互の理解と連携

道路利用者 
 

市民、企業・事業者 

道路管理者 
 

国・埼玉県・戸田市 

交通管理者 
 

埼玉県警察 
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４ 周知啓発の目的・基本的な考え方・役割分担 

（１）目的 

 本計画においては、市民や事業者が本計画の内容を十分に理解し、自転車通行空間等を正

しく利用することが重要です。そこで、本計画の概要や取組、また、交通ルールの周知啓発

を行うことで、道路空間における交通ルールの遵守を促進し、道路の安心・安全で快適な利

用を目指します。 

 なお、自転車利用の中には「自動車の危険を感じることから」という理由により歩道を通

行する自転車利用者がみられることから、自動車運転者に対する周知・啓発もあわせて行っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本的な考え方 

① 計画の取組、課題における全市民の共通認識 

  周知及び啓発を図ることで、歩行者・自転車利用者・自動車運転者を含む道路利用者や

市民が、本計画に関する取組や整備上の課題を知り、正しく理解し、自らが当事者である

ことを認識することが大切です。 

 

 ② 交通ルールの遵守徹底、道路の適正利用 

  歩行者・自転車利用者・自動車運転者を含む全ての利用者が、交通ルールを遵守すると

ともに、自転車通行空間の正しい利用方法を理解し、適正に利用することが大切です。 

 

 ③ 自転車の安全・安心な利用 

  自転車の安全・安心な利用に向けて、交通ルールの遵守に加え、定期的な自転車の点検・

整備の実施、ヘルメットの着用や自転車損害保険等への加入を促進することも大切です。 

 

 

 

 

 

周知啓発により、市民や事業者が、 

① 整備計画の内容や自転車通行空間の利用方法を認識・理解

し、正しく利用する。 

② 交通ルールの遵守により、道路を適正に利用する。 

周知啓発の主な目的 

道路の安心・安全で快適な利用 
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（３）周知啓発の主体と対象 

 周知啓発に関する主体と対象を下図に示します。  

 

 

主体

“周知啓発”
整備計画の内容 交通ルール

対象
市⺠

【全市⺠】
○交通ルールの知識向
上と遵守

【⾃転⾞利⽤者】
○⾃転⾞損害保険等の
加⼊や⾃転⾞の点
検・整備の実施

【⾃動⾞運転者】
○歩⾏者や⾃転⾞利⽤
者へ配慮した思いや
りのある運転

企業者

・積極的な道路
占⽤⽅法の
⾒直し

道路占⽤
企業者

交通事業者

○歩⾏者や⾃転⾞利⽤者へ配慮した思いやり
のある運転

○従業員などへの歩⾏者・⾃
転⾞の交通ルールの周知啓
発の実施

○従業員や客向けの事業規模
に応じた駐輪場の整備

連携

⾏政

○歩⾏者・⾃転⾞の交通ルー
ルの周知啓発の実施

○歩⾏者・⾃転⾞のまちづく
りＰＲ

○⾃転⾞損害保険等の加⼊、
点検・整備の必要性の周知

交通管理者・公安委員会

○歩⾏者・⾃転⾞の交通ルー
ルの周知啓発の実施

○⾃転⾞・⾃動⾞の交通違反
の取締り

○⾃転⾞損害保険等の加⼊、
点検・整備の必要性の周知

交通安全教育の実施
 

図 6-3 周知啓発に関する各関係者の役割 
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（４）行政における周知啓発の分野別役割 

 行政における周知啓発に関する分野別役割を下図に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-4 行政における周知啓発の分野別役割 

 

 

 

各分野の 

 

“連携” 
 

による周知啓発 

 

○「戸田市歩行者自転車道路網 

整備計画」の策定、運用、周知

○歩行空間・自転車通行空間、 

分かりやすい案内の整備 

○整備効果の検証と改善 

道路整備分野 

 

○歩行者・自転車の通行方法の周

知・啓発 

○交通安全のルールの周知・啓発 

○交通安全教室の開催 

○事故等危険箇所の周知 

交通安全・防犯分野 

 

○自動車利用からの転換を図り、歩

行者・自転車の利用による運動不

足解消、健康増進の面からの周

知・啓発 

健康福祉分野 

 

○自動車利用からの転換を図り、歩

行者・自転車の利用による環境負

荷低減の面からの周知・啓発 

環境分野 

 

○総合的な自転車利用環境（歩行

者・自転車の道路網整備、駐輪場

の整備） 

○交通事故状況を取り入れた計画

内容、事業内容の啓発 

まちづくり分野 
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５ 計画実施の進捗管理 

 本計画については、事業の途中段階で進捗状況や効果を評価しながら、必要に応じて見直

しを行うなど、信頼性のあるＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｃｈｅｃｋ・Ａｃｔｉｏｎ）サイ

クルを設定し、事業の進捗を管理していきます。 

 事業に関しては、第３章「２ 整備目標」に定めた整備目標に基づき進捗を管理していくと

ともに、整備効果の目安となる指標を用いて、歩行空間、自転車通行空間の整備効果をモニ

タリングしていきます。 

 

 

 

 

Plan

DoCheck

Action

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の改善（Action） 

・次期整備区間への改善内容の把握 

・道路整備の実施 

事業化計画（Plan） 

・計画内容の市民への周知 

・沿道市民の合意形成 

達成状況の評価（Check） 

・自転車通行空間の整備延長を指標とし

た事業の進捗管理 

・自転車の車道通行率、歩行者・自転車

の死傷者数、歩行空間・自転車通行空

間の整備に関する満足度を用いた整

備効果のモニタリング 

・上記等を踏まえた課題の認識 

事業の実施（Do） 

・財源の確保 

・道路整備の実施 
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用語集 

 用 語 解 説 

か 幹線道路 都市において、骨格的な道路を形成する道路のこと。 

 狭さく 車止め等を利用して、車道の幅を部分的に狭くして、車両の速度を低下

させるもの。 

 軽車両 法令に定められた車両の一種で、自転車など原動機をもたない車両のこ

と。 

 減速マーク 車両の減速が必要な区間（事故の発生が懸念される箇所など）の手前及

びその必要区間に連続したマークを表示することにより、車両の速度を

抑制し、交通事故の抑止等を図るもの。 

 交差点ハンプ 交差点の入り口にハンプを設置、もしくは交差点全体を盛り上げるタイ

プのハンプを設置し、交差点での車両の速度を抑制し、交通事故の抑止

等を図るもの。 

 交差点クロス 

マーク 

その場所が交差点であることを知らせる十字の表示のこと。 

さ 指定方向外進行

禁止 

道路標識により、標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進入を

禁止すること。 

 自転車活用推進

計画（国） 

自転車の活用を総合的かつ計画的に推進するため、自転車活用推進法第

９条に基づいて閣議決定された、国の自転車の活用の推進に関して基本

となる計画。 

 自転車活用推進

法 

自転車の活用の推進に関する基本理念や国の責務、自転車の活用の推進

に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、自転車活用推進本部

を設置することにより、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進するこ

とを目的として施行された法律。 

 自転車専用通行

帯（自転車レー

ン） 

車両通行帯のある道路において、道路標識等で普通自転車が通行しなけ

ればならない車両通行帯を指定することにより、車道上に普通自転車が

専用で通行する自転車通行空間を確保するもの。 

 自転車通行空間 自転車が通行するための道路（自転車道）、または自転車専用通行帯や

車道混在など自転車が通行する部分のこと。 

 自転車道 歩道や車道と物理的に分離された自転車の通行空間を確保するために、

縁石線や柵、その他類する工作物によって区画された道路の一部分のこ

と。自転車道が設けられている道路では、自転車は自転車道を通行しな

ければならない。 

 車線 道路交通法による車両通行帯。車両通行帯のない道路の場合は車道。 

 車線分離標 車線境界について自動車運転者に注意喚起したり、車線逸脱を防止する

ために設置する弾性素材のポール形状のもの。 

 車道 車両が通行するための道路の部分（自転車道を除く。）であり、縁石線

や柵、その他類する工作物又は道路標示によって区画されたもの。 
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 用 語 解 説 

さ 車道混在 自転車と自動車を混在通行とする道路のこと。 

 生活道路 地区内の移動あるいは地区から幹線道路に出るまでに利用する日常生活

に利用される道路のこと。 

 セミフラット 

形式 

 

歩道面が車道より高い（5cm）歩道の形式のこと。従来は車道と歩道を

分離するため段差を15～20cm設けていたが、5cm程度高のセミフラ

ット式にすることで、車の乗入れなどによる歩道の傾きの変化を少なく

することができる。 

歩道の形式は「歩道の一般的構造に関する基準」において“セミフラッ

ト形式”とすることが基本とされている。 

 総合振興計画 

 

長期的な展望に基づいて、都市づくりの将来目標を示すとともに、市政

を総合的・計画的に運営するために、各行政分野における計画や事業の

指針を明らかにするものであり、市政運営の最も基本となるもの。 

 ゾーン30 生活道路における歩行者や自転車の安全な通行を確保することを目的と

した交通安全対策であり、区域（ゾーン）を定めて時速30キロの速度規

制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、

ゾーン内における自動車の走行速度や通り抜けを抑制するもの。 

た 単路 交差点や踏切等がない直線部・カーブのこと。 

 道路空間の 

再配分 

 

歩行者・自転車・自動車の交通量等を含めた道路状況や将来像を踏まえ、

それに応じて通行空間を適切に分離・確保するために、現在の道路の断

面構成（歩道、車道、自転車通行空間等の幅員構成）を見直すこと。 

 道路構造令 道路を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基

準を定めた政令のこと。 

 道路交通法 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑とを図ることを目

的として、道路交通の基本的ルールを確立するとともに、違反行為に対

する罰則と、反則行為に関する処理手続を定めた法律のこと。 

 都市計画道路 都市計画法に基づき、ルートや位置、幅員等を定めた都市の基盤となる

道路のこと。 

 土地区画整理 

事業 

土地区画整理法に基づき、道路、公園、河川等の公共施設を整備改善し、

土地の区画を整え、宅地の利用の増進を図る事業のこと。 

は バリアフリー 高齢者、障がい者等が社会生活をしていく上で障害となるものを除去す

ること。段差等の物理的な障害となるものにとどまらず、社会的・制度

的・心理的なものを含むこともある。 

 バリアフリー 

基本構想 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、旅客

施設の周辺地区など、高齢者、障がい者等が利用する施設が集まった地

区について、バリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するために市町

村が作成する基本的な構想のこと。 

 



- 76 - 
 

 用 語 解 説 

は ハンプ 通行する自動車の速度を抑制するため、道路の一部を隆起させて通過す

る車両に上下の振動を与えることで、運転者に減速を促す構造物のこと。

 ピクトグラム 言葉によらずに情報を伝達する図記号のこと。本計画では、自転車の通

行位置を示すために、路面に設置する自転車マークのことをいう。 

 普通自転車 道路交通法第63条の3に規定する普通自転車。長さ190cm、幅60cm

以内、側車付でない、鋭利な突出部がないこと等の基準に適合する二輪

又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの。 

 フラット形式 歩道面が車道と同じ高さの歩道の形式のこと。従来は車道と歩道を分離

するため段差を15～20cm設けていたが、フラット式にすることで、車

の乗入れなどによる歩道の傾きの変化をなくすことができる。 

 歩道 歩行者の通行空間を確保するために、縁石線や柵、その他類する工作物

により区画された道路の一部分のこと。 

 ボラード 歩行者の保護や車両の進入禁止等を目的として設置する車止めのこと。

ま マウントアップ

形式 

歩道面が車道より高い（10～25cm）歩道の形式のこと。 

や 矢羽根 矢羽根型の路面表示により、車道に自転車の通行位置を明示することで、

自転車に車道通行を促すとともに、自動車運転者に自転車の車道通行を

注意喚起するもの。 

 ユニバーサル 

デザイン 

障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しや

すいよう施設や生活環境をデザインする考え方のこと。 

ら 路肩 道路の主要構造部を保護したり、車道の効用を保つために、車道、歩道、

自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の部分のこと。

（道路構造令上の規定） 

 路側帯 歩行者の通行空間を確保したり、車道の効用を保つために、歩道のない

道路や歩道が設けられていない側の路側に、道路標示によって区画され

た帯状の部分のこと。（道路交通法上の規定） 

Ｐ ＰＤＣＡ Plan-Do-Check-Actitonの略であり、計画の進行管理等を行うための

手法のひとつ。 

①計画を策定（Plan）し、②計画に基づいて業務を実行（Do）し、③

実行した業務を評価（Check）し、④改善（Actiton）が必要な部分は

ないか検討し、この４段階を繰り返すことによって、改善・充実させて

いく過程をいい、次の計画策定に役立てる。 
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